
民生委員・児童委員について 

○根拠法：民生委員法（児童福祉法第１６条により児童委員を兼務） 
 

○定  数：２３３，５２６人（平成２４年３月３１日現在） 
                （※厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事が市町村長の意見を聴いて定める） 
 

○現員数： ２２９，５１０人（平成２４年３月３１日現在）。充足率：９８.３％。 
 

○委  嘱：厚生労働大臣。任期は３年。 
 

○職務に関する指揮監督：都道府県知事（特別職の地方公務員とされている） 
 

○報  酬：無報酬。                                                       

民生委員法に規定される業務（民生委員法第１４条） 

① 住民の生活状況を必要に応じ適切に把握しておくこと。 
② 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相
談に応じ、助言その他の援助を行うこと。 

③ 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。 
④ 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業
又は活動を支援すること。 

⑤ 社会福祉法に定める福祉に関する事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。 
⑥ 上記の職務のほか、必要に応じて、住民の福祉の増進を図るための活動を行うこと。 

別紙２ 



民生委員・児童委員の活動状況 

全国229,510人 
・男性： 91,729（40.0%) 
・女性：137,781(60.0%) 

厚生労働大臣 

【委嘱】 

都道府県知事 

【推薦】 

市町村 民生委員推薦会 

【推薦】 

【意見】 

地
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12月1日に一斉改選 
（平成22年12月に実施） 

※数字は平成２３年度福祉行政報告例又は全国民生委員児童委員連合会調べ 

※市議会議員、民生委員、社会福祉関係者等で構成 

民生委員 
児童委員 
協議会 

行政・社協・学校・ 
社会福祉施設・ 
地域包括支援 
センター 等 

【都市部】 
（東京23区・指定都市） 【町村部】 

２２０～４４０世帯 ７０～２００世帯 

＜民生委員・児童委員１人当たりの活動状況＞ 

＜相談・支援＞ 

【担当区域】 

【主な活動】 ＜調査・実態把握＞ 

＜行事・会議等への参加＞ 

＜地域福祉活動＞ 
＜定例会・研修等＞ 

【連携】 【支援】 

４０歳代以下・・・3.7% 
５０歳代   ・・・24.7% 
６０歳代   ・・・53.3% 
７０歳代   ・・・18.3% 

●特別職の地方公務員（無報酬） 
●任期３年 
●守秘義務あり 

＜証明事務＞ 

総活動件数：年３，３６５万件 
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